
川越市ナラ枯れ防除対策支援補助金手続きの説明 　　　　　　　　　　　　　

【手続き内容について】

【 申 請 者 】 【 川 越 市 】

①事前相談 ①事前相談 ① 窓口または電話で聞き取り調査を行います。

②造園業者等への見積依頼 ※市から造園業者等の紹介は行っていません。 ② 事前相談完了後、造園業者等から見積書を消費税込みで取ってください。

　 　

③補助金の交付申請
　　　　　　　　（様式第１号～第３号）

④交付申請書の審査 ③ 提出方法は、窓口、郵送、電子メールです。

変更交付申請
　　　　　（様式第５号、第２号、第３号）

変更交付申請書の審査

　

⑥交付決定通知書の受領 ⑤交付決定通知書の発行
　　　　　　　　　　（様式第４号）

⑥ ⑤交付決定通知書を申請者の住所に郵送します。

変更交付決定書の受領 変更交付決定書の発行
　　　　　　　　　　（様式第６号）

 

⑦ナラ枯れ対策実施業者との契約 ⑦ 見積書を取った造園業者等と契約してください。

⑧ナラ枯れ対策事業実施 ⑧ 作業依頼してください。完了報告書に被害木等１本ごとの写真が必要です。

※写真の撮り方等については、様式第７号の裏面の説明をよく確認してください。

⑨完了報告書提出 ⑩完了報告書の審査 ⑨ 完了報告書の提出方法は、窓口、郵送、電子メールです。

（様式第７号、第２号、第３号） 　

⑫交付額決定通知書の受領 ⑪交付額確定通知書の発行

（様式第８号） ⑫ ⑪交付額確定通知書を申請者の住所に郵送します。

⑬交付請求書提出 ⑭請求書の受領 ⑬

（様式第９号）

⑯補助金の受領 ⑮補助金の支払い

③、⑨、⑬の提出に必要な様式は、農政課窓口または市ホームページからダウンロードができます。

手 続 き の 流 れ

※交付申請書を受理した後、申請者及び必要であれば受託業者と現地立ち会いの下、現

地確認を行います。

※交付決定後に申請内容に変更が生じる場合は、変更交付申請書の提出が必要です。

※完了報告書を受理した後、申請者及び必要であれば受託業者と現地立ち会いの下、完

了検査を行います。

提出方法は、窓口、郵送です。電子メールでの提出は、交付請求書に押印が必要なため

できません。

また、預金口座振込依頼書及び通帳の写し（振込先の記載のあるページ）を添付してく

ださい。


